
 

 

大田原市地域密着型サービス運営指導実務要領 

（令和７年４月１日改定）                                

（目的） 

第１条 この要領は、介護保険法(平成９年法律第１２３号)、介護保険施設等指導

指針（厚生労働省老健局長通知(平成１８年老発第１０２３００１号)）及び大田

原市介護サービス事業者等指導実施要綱（平成１９年７月３１日制定）に基づき、

大田原市地域密着型サービス事業者等への運営指導を円滑に実施するために必

要な事項を定める。 

（運営指導） 

第２条 運営指導は、次のとおりとする。 

 １ 指導は、原則として２名以上で実施する。 

 ２ 指導事務の流れは、次のとおりとする。 

  (1)実施通知 

  ア 大田原市介護サービス事業者等指導実施要綱第６条第２項に定める通知

は、様式第２号による。  

  イ 事前に報告を求める事項は、以下の例示資料から必要に応じて指定する。 

   （ア）自主点検表  

   （イ）運営規程 

   （ウ）重要事項説明書 

   （エ）利用者募集等に利用しているパンフレット等 

   （オ）平面図（介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機

能型居宅介護） 

   （カ）勤務実績表(通知日現在で作成できる直近のもの) 

   （キ）勤務割表(通知日現在及び（カ）の勤務実績表と同一時点のもの) 

   （ク）契約書の写し(２名分) 

   （ケ）その他、必要と認められる資料 

 （２）指導当日の流れ 

    指導当日の流れは、別表による。 

 （３）指導結果の通知 

    指導結果は、文書で事業者に通知する。また、改善又は是正を必要とする

場合には、事業者がとるべき措置を通知するとともに、その結果について期

限を付して報告を求めるものとする。(様式第４号) この場合において、必

要があると認めるときは、文書又は職員の派遣により改善状況、改善結果に

ついて確認するものとする。 

 



 

 

別表 

運営指導事務の流れ 

 

１ 年間実施計画の策定 

 

２ 重点指導事項及び対象事業所の選定 

 

３ 対象事業所との日程調整 

 

４ 指導実施通知 

 

５ 自主点検表及び事前提出資料の受領及び精査 

  ※不足資料、記載漏れがあった場合には事前に補足させる。 

 

６ 指導準備 

  ※過去の指導結果の確認、関係機関に対する確認等 

 

７ 指導実施(運営指導当日の流れ) 

   

  （１）事業者の出席  

・全時間帯を通じて、原則として管理者に対応を求める。 

    ・各職種については、業務に支障のない時間帯で個別に対応を求める。 

  （２）手順 

    ・市から指導の趣旨･目的を説明 

    ・事業者から概況説明 

    ・事業所の施設・設備を、平面図を参考に確認 

    ・事業所職員からの聴取、書類の検査 

    ・指導･改善事項の検討･整理 

    ・講評及び口頭指導 

  

  

 

８ 指導結果の整理･検討 

 

 

   問題なし     問題あり 

 

                     監査が必要と   介護給付費の返還が 

                     認められた場合   必要と認められた場合 

９ 指導結果通知 

  是正･改善項目    是正･改善項目 

  なしの通知      ありの通知   栃木県への報告  国保連合会への報告 

 

 

10 是正･改善結果の報告      11 是正･改善結果の確認 



 

 

別紙１（様式第１号関係） 

 

事 前 提 出 資 料 

 

１ 自主点検表（自己点検シート含む） 

 

２ 運営規程 

 

３ 重要事項説明書 

 

４ 利用者募集等に利用しているパンフレット等 

 

５ 事業所の平面図（間取りがわかるものであれば、略図でも可） 

  ※介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護のみ 

 

６ 勤務実績表(通知日現在で作成できる直近のもの) 

 

７ 勤務割表(通知日現在及び上記６の勤務実績表と同一時点のもの) 

 

８ 利用契約書の写し（２名分） 

 

９ 利用者名簿(通知日現在及び上記６の勤務実績表と同一時点のもの) 

 ※被保険者番号を記入してください。 



 

 

別紙２（様式第１号関係） 

 

運営指導当日準備資料 

 

以下の資料について確認する可能性がありますので、ご準備ください。状況により、ご準備

いただいても使用しない資料等があるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。 

 

１  事業全般に関するもの 

□（１）施設の平面図… 

施設建設時の図面等、長さ、面積等の詳細が記入されたものを用意しておいてくださ

い。 

※ 介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護のみ 

□（２）利用案内等 

    ア 利用相談時に、相談者に交付している書類一式を用意しておいてください。 

       イ  利用時に、利用者に交付している書類及び利用者に記入・提出していただいてい

る書類一式を用意しておいてください。 

□（３）外部評価結果（認知症対応型共同生活介護のみ）… 

開設してから現在までに実施した外部評価結果を用意しておいてください。 

 

２  職員人事に関するもの 

□（１）雇用契約書・採用通知書等の写し… 

職員の採用時に取り交わした雇用契約書又は採用通知書等の写しを用意しておいて

ください。 

□（２）職員の秘密保持誓約書… 

職員の秘密保持等に関する誓約書等を用意しておいてください。 

□（３）職員の人事に係る記録… 

職員名簿、人事記録、採用・発令関係の記録、職員の履歴書等を用意しておいてくださ

い。 

□（４）実践者研修等の修了証、介護支援専門員登録証明書の写し 

□（５）介護福祉士、看護師、ヘルパー等の有資格者の免許証の写し 

□（６）タイムカード、出勤簿、勤務実績記録… 

時間外勤務・夜勤等を含む。 

※  事前提出書類として提出した勤務割表の月を含む最近３か月程度分を用意してく

ださい。 

□（７）研修関係の記録… 

事業所内部で実施した研修及び外部で実施した研修の計画及び記録について、本年

度及び前年度のものを用意しておいてください。 



 

 

※ 上記(１)～(６)の書類については、個人ごとにまとめて整理しておくか又は書

類ごとに同一順番に整理しておいてください。 

３  運営に関するもの 

□（１）業務日誌類… 

本年度及び前年度のホーム管理日誌、介護日誌、相談日誌等を用意しておいてくださ

い。 

□（２）委員会議事録… 

防災委員会、感染防止委員会、身体拘束廃止委員会等、事業所内で設置、開催してい

る各種委員会の議事録(本年度及び前年度のもの)を用意しておいてください。 

□（３）マニュアル… 

防災マニュアル、感染症対策マニュアル、苦情相談マニュアル等、事業所で作成して

いるマニュアルを用意しておいてください。 

□（４）苦情相談対応記録… 

本年度及び前年度の苦情相談に係る記録（受付簿、対応記録等）を用意しておいてく

ださい。 

□（５）事故発生対応記録… 

本年度及び前年度の事故(いわゆるヒヤリ・ハット事例を含む)に係る記録（対応記録、

市・家族・ケアマネ等への報告記録、防止策の検討記録等）を用意しておいてください。 

□（６）車両運行記録…（通所系のみ） 

利用者の外出の際の送迎等、通常、利用者に対するサービスの用に供している車両の

運行記録を用意しておいてください。 

□（７）消防防災関係書類… 

防火管理者選任届、消防計画書、防災訓練の実施記録、消防設備点検報告書、その他

消防署への届出書等の控え、消防署の立入検査の結果と改善報告に係る書類、夜間緊急

時の連絡対応に係る計画書・連絡網等を用意しておいてください。なお、消防署に届け

出た書類については、消防署の受領印のあるものを用意しておいてください。 

 

４  サービスに関するもの 

□（１）個々の利用者に係る記録… 

利用者台帳、介護(健康チェック、食事・入浴・排泄介助等を含む)・相談等の記録を

用意しておいてください。 

□（２）利用契約書・重要事項説明書・個人情報同意書… 

利用者と取り交わした契約書、重要事項説明書、個人情報同意書を用意しておいてく

ださい。 

□（３）ケアプラン及び関係書類… 

   利用者のケアプラン、ケアプランの見直しに係る協議(ケアカンファレンス)の議事

録等を用意しておいてください。 



 

 

□（４）身体的拘束に係る記録（介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護のみ）… 

次の書類等を用意しておいてください。改善計画、本人・家族への説明・承諾の記録、

経過観察等の記録、身体的拘束廃止に関する指針、身体的拘束廃止委員会の会議録等。 

□（５）行事・レクリエ－ション等の実施計画及び記録… 

季節の行事や日々のレクリエーション等の実施計画及びその実施結果の記録を用意

しておいてください。 

 

５  介護報酬、利用料、施設会計等に関するもの 

□（１）介護保険被保険者証… 

利用者から預かった介護保険被保険者証又はその写しを用意しておいてください。 

□（２）介護給付費明細書(レセプト)の控え… 

少なくとも運営指導日前３か月分程度の介護給付費明細書(レセプト)の控えを用意

しておいてください。 

□（３）請求書・領収証の控え… 

利用者に交付している請求書・領収書の控えを用意しておいてください。 

 

６ その他 

 

 ○ その他の書類についても、必要に応じて閲覧させていただく場合がござい 

ますので、ご協力をお願いします。 

 

○ 上記の書類等を本部・本社等で保管している場合、当日は必ず運営指導の 

会場にご用意ください。 


